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公益財団法人出雲市芸術文化振興財団出雲文化伝承館施設管理規程 

 

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団（以下｢財団｣という。）が、出雲文化伝承館（以下｢伝承館｣と

いう。）の指定管理者として指定期間における伝承館の管理運営について、出雲文化伝承館の設置及び

管理に関する条例（以下「条例」という。）及び出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則(以

下｢規則｣という。)に基づき、伝承館の利用に関する施設管理規程を定め、その適切な管理運営に資す

るものである。 

 

（休館日 条例第４条） 

第１条 伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、公益財団法人出雲市芸術文化振興財団理

事長（以下「理事長」という。）が必要と認め、市長の承認を得たときは、休館日に開館し、または臨

時に休館日を定めることができる。 

（１）年始(１月１日から同月３日まで) 

（２）年末(１２月２９日から同月３１日まで) 

（３）月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」という。）と重なった 

場合は、開館する。 

 

(開館時間 条例第５条) 

第２条 伝承館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、「縁結び交流館」については、

午前９時から午後１０時までとする。また、理事長が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、

開館時間を延長し、または短縮することができる。 

 

 (利用の承認 条例第８条、規則第３条) 

第３条 伝承館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ理

事長に利用承認申請書（様式第３号）を提出しなければならない。理事長は、利用申請を承認したとき

は、利用承認書(様式第４号)を申請者に交付するものとする。 

２ 前項の承認を受けた者が、承認に係る事項を変更しようとするときには、利用変更承認申請書（様式

第５号）を提出しなければならない。理事長は、利用変更申請を承認したときは、利用変更承認書(様

式第６号)を申請者に交付するものとする。 

３ 利用受付に関することは、下記のとおりとする。 

（１）利用受付の手続は、次のとおりとする。 

① 利用しようとする者は、来館または電話で利用希望の施設の空き状況を確認し、仮予約をする。 

仮予約の候補は２件までとする。 

② 仮予約期間は１週間とし、仮予約日の１週間後の同じ曜日までに利用承認申請書を提出しなけれ 

ばならない。利用承認申請書が提出されない場合は、理事長は仮予約を取り消すことができる。 

（２）利用受付の開始日は、利用を開始する日の属する月の初日の１年前からとする。ただし、その日

が休館日の場合は、その翌日とする。 
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（３）利用受付の締切日は、原則として利用日の前日とする。ただし、対応可能な場合は締切日以降で

も受け付けることができる。 

（４）利用受付時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

（５）利用受付開始日の受付は、来館者を優先し先着順に行い、午前８時３０分までに来館した者で希

望日が重複した場合は、話合いで決定する。話合いが不調の場合は抽選により決定する。 

（６）次に掲げるものは、利用開始日の 1 年以上前であっても受け付ける。 

① 中国地区以上の規模を有する催し物 

② 国、地方公共団体、学校、幼稚園及び保育所が主催する県規模の催し物 

③ 公共団体又はこれに準ずるものが定期的に行うもの 

④ その他、理事長が特に必要と認める催し物 

（７）連続利用できる期間は、全施設とも５日間とする。ただし、理事長が必要と認める場合はこの限

りではない。 

（８）開館時間（「縁結び交流館」は午前９時から午後１０時まで、その他の施設は午前９時から午後

５時まで）外の貸出しは、「縁結び交流館」及び「独楽庵」にあっては午前８時から午前９時、「出

雲屋敷」及び「松籟亭」にあっては午前８時から午前９時及び午後５時から午後１０時の間とする。

ただし、理事長が必要と認める場合はこの限りではない。 

４ 利用にかかる変更は、原則として１回のみとし、取り扱いは以下のとおりとする。なお、起算日は利

用開始日の前日とする。 

施設名 利用日、利用期間の変更 変更による利用料算定 

出雲屋敷 

出雲流庭園 

松籟亭 

独楽庵 

文化工房実習室 

文化工房陶芸窯 

縁結び交流館 

利用開始日の 7日前まで可能 

不足額が生じた場合：追徴する。 

過納額が生じた場合 

・６か月前までは差額の８割を還付する。 

・７日前まで（縁結び交流館は１か月前まで）

は差額の５割を還付する。 

・６日前以降（縁結び交流館は１か月前の翌日

以降）は還付しない。 

５ 理事長が、利用承認しないことができる基準は条例第１２条、承認の取消し等をすることができる

基準は条例第１３条の規定による。 

 

（施設利用料 条例第９条） 

第４条 施設利用料は、別表１とする。 

２ 施設利用料は原則前納とし、利用承認書を交付する際に請求する。納入期限は、請求書発行日から

２週間以内とする。請求書発行日から利用日までの期間が２週間ない場合は速やかに徴収する。 

次の場合は、利用後に施設利用料を徴収することができる。 

①国、地方公共団体（学校、幼稚園及び保育所を含む） 

②公共的団体で理事長が認めるもの 

③公共団体等から補助金、助成を受けて行うもの 

④文化団体やその他の団体で、理事長が認めるもの 
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（観覧料及び利用料の減免 条例第１０条、規則第７条、規則第８条） 

第５条 条例第１０条の規定により、観覧料または利用料の減免または免除を受けようとするときは、

観覧料等減免申請書（様式第 7号）を提出しなければならない。観覧料については、以下のとおり減

免または免除とする。 

号 減免対象事項 減免額または免除 

１ 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大 

学及び専修学校(以下「学校等」という。)の児童または生徒が保育、教 

育活動の一環として教職員に引率されて観覧する場合 

観覧料（引率者を含

む。）の全額 

２ 身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介助者、厚生大臣の定めると 

ころにより交付された療育手帳の交付を受けた者及びその介助者、精神 

障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者または戦傷病者手 

帳の交付を受けた者及びその介助者が観覧する場合  

観覧料の５割相当額 

（１）２号に該当する者は、当該手帳の提示をもって申請にかえることができる。 

 

２．利用料については、以下のとおり減免または免除とする。 

号 減免対象事項 対象施設 対象料金 減免額 

1 学校等が主催して、児童、生徒及び学生のために教育的、

文化的な催事を行う場合 

縁結び交流

館、出雲屋

敷、松籟亭、 

独楽庵、企

画展示室 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

５割 

相当額 

2 学校等が児童、生徒及び学生のために本番を伴わない練習 

(１号の催事のためのリハーサルに利用する場合を除く。) 

で利用する場合  

縁結び交流

館、出雲屋

敷、松籟亭、 

独楽庵、企

画展示室 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

５割 

相当額 

3 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって 

、その純益の全部を善意の目的に利用する場合  

縁結び交流

館、出雲屋

敷、松籟亭、 

独楽庵、企

画展示室 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

３割 

相当額 

4 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団 

体支援補助金交付要綱（平成２４年出雲市告示第２３５ 

号）第２条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、 

文化的な催事を行う場合 

縁結び交流

館、出雲屋

敷、松籟亭、 

独楽庵、企

画展示室 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

３割 

相当額 

5 身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生大臣の定めるとこ 

ろにより交付された療育手帳の交付を受けた者、精神障害 

者保健福祉手帳の交付を受けた者または戦傷病者手帳の交

付を受けた者が利用する場合  

全施設 

 

 

 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

５割 

相当額 

6 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用する場 

合  

全施設 

 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

５割 

相当額 

7 ５号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催す 

る大会等に利用する場合で、同号に掲げる者が 1名以上参 

加する場合  

全施設 

 

 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

５割 

相当額 
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8 芸術文化活動や文化振興を目的とする市内の個人又は団 

体が入場料等を徴収して催事を行う場合（入場料等の額 

が、１,０００円以下かつ非営利目的で施設を利用する場 

合に限る）（文ス第７８４号平成２７年３月２５日） 

全施設 

 

 

 

施設利用料 

 

 

入場料 

等加算 

額 

 

9 出雲総合芸術文化祭事業計画検討委員会及び出雲芸術ア 

カデミー企画会が作成する事業計画に基づき事業を行う 

場合（文ス第７８４号平成２７年３月２５日） 

全施設 施設利用料 

 

 

入場料 

等加算 

額 

 

10 学会、研究大会等の公共性の高い催し物であって、当該団 

体の会員等特定の者を対象に入場料等を徴収する場合 

(文ス第７５６号平成２８年１月２９日) 

全施設 

 

施設利用料 

 

 

入場料 

等加算 

額 

 

11 地区災害対策本部や自治協会等の自主防災組織が防災訓

練を実施する場合（文ス第２７８号平成２７年７月７日） 

全施設 

 

施設利用料、

冷暖房料、 

設備器具利

用料 

全額 

12 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める場 

合  

全施設 

 

当該利用料において 

理事長がその都度定 

める額 

 

（１）１号及び２号については、複数校が合同で利用する場合は減免の対象としない。 

（２）２号のリハーサルについては、照明音響の技術員を配置し、各種舞台装置を利用しておおむ 

ね本番同様で利用する状態をいう。 

（３）２号、８号、９号及び１０号を除く各号においては、減免適用は本番日のみとする。 

（４）４号及び８号の減免対象がどちらも該当する場合は、重複して適用する。 

（５）４号については、出雲市から「文化施設における使用料減免対象団体」として承認された 

団体に適用する。減免対象団体の加盟団体については、申請時に添付された加盟団体名 

簿に記載された団体を対象とする。 

（６）５号について、減免申請書提出時に、各種手帳の提示を求めることができる。 

 

 

（施設利用料の還付 条例第１１条、規則第９条） 

第６条 施設利用料について、利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）が利用の中止または

利用料が減額となる変更をした場合は、利用変更承認申請書が提出された時点で、変更前後の差額に

以下の還付率を乗じて得た額を還付する。 

  ただし、利用変更承認申請書が提出された時点で施設利用料が未納の場合（後納を認めた利用者を

含む）は、変更前後の差額から還付率を乗じて得た額を差し引いた額をキャンセル料として徴収する。 

（縁結び交流館多目的ホール）  利用開始日の６か月前まで    ８０％ 

利用開始日の１か月前まで    ５０％ 

（その他）           利用開始日の６か月前まで    ８０％ 

利用開始日の７日前まで     ５０％ 

 

（利用料の算定と解釈について 条例の備考及び文ス第７８２号平成２７年３月２５日、文ス第７７３

号平成２８年２月１２日） 
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第７条 利用料を算定する基準は、条例別表、規則第１１条により定める。なお、算出した額に 1円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

２ 入場料、その他これに類する料金（以下「入場料等」という。）を徴収して利用する場合は、基本

利用料の１０割相当額を加算する。入場料等の解釈について、聴講料、受講料、参加料等の名目に係

わらず、一定の金員を支払わなければ入場させない場合は「入場料等」と見なす。ただし、公共団体

や公益法人、商工会議所、商工会が検定、資格試験を行うために検定料、受験料等を徴収し、入場さ

せる場合は対象としない。また、「入場料等」を事前に徴収する場合も加算の対象とする。 

３ 営利を目的として施設を利用する場合は、基本利用料の１０割相当額を加算する。営利目的の判断

基準は、「個人や団体等が、何らかの利益を得ることを目的として利用する場合」とする。ただし、

営利を目的として利用する場合であっても、その団体の内部のみを対象として利用する場合は、非営

利目的として取り扱う。 

（１）次に掲げるものは、営利目的利用として扱う。 

①営利を目的とした興業を行う場合。 

  ②何らかの利益を得ることを目的として、商談会、商品展示会、商品説明会及び体験会等を行う場

合。 

  ③営利団体が、自身の名称、イメージ等の浸透及び宣伝を目的とした事業を行う場合。 

  ④民間営利社会教育事業者などの営利団体が主催し、月謝を徴収する各種教室及び塾等を行う場合。 

⑤非営利団体の利用で、その利用目的が、物販等の明らかに営利目的である場合。 

（２）次に掲げるものは、非営利目的利用として扱う。 

  ①営利団体が、物販を伴わずに、その団体の内部のみを対象として、会議利用する場合。社員研修、

代理店、テナント等の会議（外部からの顧客を招いて商談等をする場合は、営利目的利用とする）。 

②企業等が、入社式等のために利用する場合。当該企業等が自ら行う自社の面接等（外部からの施

設利用者が想定されないもの）。 

③ 企業等が、国、地方公共団体が主催する催しを受託し利用する場合。 

４ ｢延長料金（時間外利用料）｣について、出雲屋敷、松籟亭、独楽庵及び縁結び交流館を次のとおり

開館時間外に利用する場合は、利用１時間につき基本利用料（加算額含む）に５割を加算した金額を

加算する。 

（１） 出雲屋敷及び松籟亭 

午前８時から午前９時まで 

午後５時から午後１０時まで 

（２） 縁結び交流館及び独楽庵 

午前８時から午前９時まで 

５「本番日」の解釈について、「本番」とは舞台装置又は展示物等の設営が終わり、観客等が入場でき

る状態又は入場し鑑賞できる状態とし、「本番日」とは、本番と当日の準備、片付けも含む日とする。 

６「準備利用」の対象施設は、「縁結び交流館」とし、本番前日以前に準備のために利用する場合の施

設利用料は、基本利用料の５割とする。この場合において、加算がある場合は、加算額を含めた利用

料の５割とする。 

ただし、設備器具利用料、冷暖房料は、準備利用であっても、利用区分における利用料を徴収する。 
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７「片付け利用料」の対象施設は、「縁結び交流館」とし、本番日の翌日に片付けのために利用する場

合の施設利用料は、基本利用料の５割とする。この場合において、加算がある場合は、加算額を含め

た利用料の 5割とする。 

ただし、設備・器具利用料、冷暖房料は、片付け利用であっても、利用区分における利用料を徴収

する。 

８「リハーサル利用料」の対象施設は、「縁結び交流館」とし、本番日の１週間前以降にリハーサルの

ために利用する場合の施設利用料は、基本利用料の５割とする。この場合において、加算がある場合

は、加算額を含めた利用料の５割とする。 

ただし、設備器具利用料、冷暖房料は、リハーサル利用であっても、利用区分における利用料を徴 

収する。 

なお、リハーサルの利用受付は、利用を開始する日の属する月の初日の１年前からできるものとす 

る。 

９「冷暖房料」については、利用した区分の基本利用料の３割相当額を徴収する。 

 

（設備器具利用料 条例第９条、第２２条、規則第１１条） 

第８条 設備器具利用料を算定する基準は、規則第１１条とし、設備器具利用料は別表２とする。 

２ 利用料算定の解釈については、舞台大道具等のように設置したのみで直ちにその機能を発揮しうる

ものは、設置した時点から利用料を徴収し、機器、楽器等、外部からの動力又は操作等により、はじ

めてその機能を果たすものについては、それが実際に稼働した時点から利用料を徴収する。 

３ 設備器具を準備、片付け及びリハーサルで利用する場合においても利用料を徴収する。 

４ 設備器具利用料金表（別表２）に記載していない消耗品、電気料金等については、下記のとおり取

り扱う。 

（１）電源料について、持込電気機器は、２kw以内につき 1コンセント分を徴収する。ただし、分電盤

を利用する場合は、２kwあたり 1コンセント分を徴収する。 

（２）消耗品について、マイク用の電池代は徴収しない。 

 

(特別の設備 条例第１６条) 

第９条 設置物については、以下のとおりとする。 

（１）看板（掲示物を含む）は、建物と環境に調和するもので、公の施設の品位を損なわないものであ

ること。 

（２）設置（貼付）は利用当日に限り認めるものとし、場所は職員の指示に従うこと。 

（３）拡声装置、吊幕並びに幟は、利用承認申請書の内容により許可する。 

 

(利用者の遵守すべき事項 条例第１５条、規則第１２条) 

第１０条 火気の使用について、直火を扱う機器の館内使用は、禁止とする。ただし、ＩＨ調理器具及

びホットプレート等の直火を発しない機器の使用は認める。 

２ 下記の行為を行なう場合は、特認行為許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。 

（１）会館、敷地内において、寄付金を募る場合。 
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（２）会館、敷地内において、飲食の提供を行なう場合。 

①縁結び交流館内においての飲食は認める。このうちロビーでの飲食は、全面利用の場合に限り弁

当等軽い食事を摂る場合に認める。ただし、カーペットが汚れないようにシート等で養生をする

ことを条件に、立食での飲食も認める。片面利用の場合は、ロビーでの飲食を認めない。 

②実習室での飲食は認める。 

③その他の施設については、館長が認めた場合に限り飲食を認める。 

④その他、施設利用についての許可事項は許可事項一覧のとおりとする。 

（３）会館、敷地内において、物品の販売展示を行なう場合。  

（４）会館、敷地内において、仮設工作物等を設置する場合。原則として、館内における催し物に付帯

した行為に限る。 

（５）コンセントの電力制限を超えるため、分電盤を使用する場合。 

３ 貸出時刻は、原則として借上開始時刻からであるが、状況に応じて１０分前からの貸出しを認める。 

４ 備品の館外貸出は、原則として認めない。ただし、そば打ち道具及び和菓子作り道具については、

公の施設で利用する場合に限り許可する。この場合の利用料は、実際の利用日数に応じた料金とする。 

 

（その他） 

第１１条 縁結び交流館について、以下のとおりとする。 

（１）ロビーの利用については、ホール全面利用の場合に限り占有を認める。ホール半面のみ利用の場

合は占有を認めない。 

（２）ホール半面のみ利用の場合で、先に会議等静粛な状態が必要である催事が申込まれている場合、

もう一方には楽器等大音量、振動等が出る可能性のある内容の利用は受け付けない。 

（３）ロビーのみ冷暖房設備を利用し、ホールでは冷暖房設備を利用しない場合は、ホール半面分の冷

暖房料を徴収する。 

２ 文化工房展示室については、公共団体が実施する展示等に利用する場合、または館内の他施設の補

完として使用する場合を除き利用を認めない。 

３ 文化工房実習室の釉薬については、原則貸出対象としない。 

４ 催事のポスター及び案内状などについては、問合せ先を伝承館と誤解されないよう主催者側を問合

せ先とし、原則として明記してもらうこと（伝承館は開催会場として記載し電話番号を掲載しないこ

と）とする。 

５ 駐車場について、以下のとおりとする。 

（１）所定の位置に整然と駐車しなければならない。また、通路、車寄せ付近は駐車禁止とする。 

（２）満車が予想される場合は、主催者に公共交通機関の利用と乗合わせを依頼する。 

（３）満車が予想される場合は、主催者に事前に周辺施設へ駐車場借用要請を依頼する。 

（４）必要に応じて交通整理員の配置を依頼する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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   附則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。（独楽庵の追加） 

附 則  

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。（別表１及び別表２の改正） 

附 則  

この規程は、令和４年６月１日から施行する。（第３条及び第６条の改正） 

 


